
１３ 緑化計画届出制度

目的
埼玉らしい緑豊かな環境の形成を図り、もって郷土埼玉を県民にとって親しみと誇りあ

るものとするため、建築行為を契機として、行政、県民及び事業者それぞれが緑を創出す
ることを目的とする。

制度概要
〔届出の対象〕

1,000ｍ２以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の
通知を要する建築（新築、増築、改築又は移転）を行う場合に、一定の基準を満たす緑化
計画を作成し県に届出を行う。

〔緑化基準〕
○緑化を要する面積

○緑化を要する接道部の長さ

○高木植栽本数

●事業主体 建築確認の申請又は建築計画の通知が必要な建築を行おうとする者

●根拠法令等 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第26条第1項及び第26条の2

●創設年度 平成１７年度

●制度の留意点
〔届出対象外行為〕

・従前建築面積の1.2倍を超えない増築又は改築
・自己の居住の用に供する住宅の建築
・建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物の建築

〔届出対象外区域〕
・工場立地法第6条第1項の特定工場の敷地の区域
・都市緑地法第34条第1項の緑化地域
・都市緑地法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低限度が定めら
れた区域

・さいたま市の区域
・（敷地面積が3,000㎡未満の場合に限る）川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、

戸田市、朝霞市、和光市、新座市、八潮市、三郷市、吉川市及びふじみ野市の区域

■緑化計画届出制度に係る手続きフロー

●担当課
みどり自然課

みどり創出・担い手支援担当
（電話０４８－８３０－３１４９）

<用途地域が定められている区域> 敷地面積×（１－建蔽率）×0.5
<その他の区域> 敷地面積×0.25

接道部の長さ×0.5 又は 接道部の長さ－出入口の長さ

成木時の高さが2.5m以上となる樹木の本数 ≧ 樹木による緑化面積/20ｍ２

【該当する敷地面積】

1,000ｍ２以上
埼玉県内で敷地面積1,000ｍ２以上の建築（新築、改築、増築、
移転）を行う場合が対象になる。

【事前相談】
緑化計画の届出時に必要な書類をできる限り作成し、敷地の所
在地の区域を所管する環境管理事務所に事前相談をする。

【緑化計画の届出】
建築確認申請又は計画通知
の前に提出

緑化基準に基づき、所定の様式により作成し、
所管の環境管理事務所に提出する
（紙による提出の場合は正・副各1部）

緑化工事着工

緑化工事完了

【緑化計画の変更の届出】
計画に次の変更が生じた場合は、変更届を緑化計画届出書
を提出した環境管理事務所に提出する（紙による提出の場合
は正・副各1部）。
①届出者の氏名（名称）又は住所（所在地）の変更
②敷地面積又は接道部の長さの変更
③緑化計画の適合認定に影響を及ぼす事項の変更
例：緑化面積、接道部における出入口の部分の長さ など

【緑化完了の報告】
緑化完了後、速やかに報告書
を提出

緑化の状況が分かる図面や完了写真を添付のうえ、
所定の様式により作成した緑化完了報告書を、緑化
計画届出書を提出した環境管理事務所に提出する
（紙による提出の場合は正・副各1部）。

※事前相談から報告完了までを事業者申請ポータルによるオンライン手続きで行うことができます。


